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石巻市社会福祉協議会 イベント・レクリエーション用品貸出事業 実施要綱案）

（目的）
第１条　この事業は、石巻市内で活動する団体等に社会福祉法人石巻市社会福祉協議会（以下「本会」という。）が、イベント・レクリエーション用品（以下「用品」という。）を貸出し、地域福祉活動の活発化並びに地域福祉の推進を図ることを目的とする。
（貸出対象団体）
第２条　貸出の対象は、次に掲げる団体等（以下「団体」という。）とする。ただし、営利活動、政治活動、その他公益を害する恐れがある活動の何れかと認められる場合は貸出の対象としない。
（1） 地域住民が主体となってサロン活動に取り組む団体
（2） 地域福祉向上を目的とした活動に取り組む団体
（3） 地域における公益的な取り組みを実施する法人
（４） その他、特に会長が認める団体
（貸出用品）
第３条　この事業で、貸出する用品は別表に定めるものとする。
（申請等）
[bookmark: _Hlk151366113]第４条　申請については、事前に貸出を希望する用品の予約状況を確認のうえ、用品借用申請書兼許可証【様式第1号】にて借用希望団体が行う。
２　申請は、本会（地域福祉課/ボランティアセンター）に提出するものとし、本会支所、施設を経由し提出することも可とする。
（貸出の決定）
第５条　本会会長は、前条の申請を受理したときは、申請書類の内容を審査し、速やかに用品借用申請書兼許可証【様式第１号】により団体に通知するものとする。
（用品の搬出搬入）
第６条　用品の搬出搬入については、用品の保管場所において、原則、団体側が行う。
（借用料等）
第７条　この事業における貸出料金は無償とする。
（遵守事項）
第８条　団体は、次の事項を遵守しなければならない。
（１） 用品を第三者に転貸し、または、権利を譲渡してはならない。
（２） 団体は、使用目的及び用途を変更してはならない。
（３） 団体は、用品を借用期間中、善良な管理のもとに、使用しなければならない。
（４） 用品の棄損、または滅失した場合には、直ちにその状況を本会に報告し、その指示に従
わなければならない。
（５） 用品の使用に伴う事故等については、申請者の責任において行い、本会に対して一切の
責任を求めないものとする。
（その他）
第９条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

付　則
この要綱は、令和６年７月１日より施行する。
付　則
この要綱は、令和７年１月１日より施行する。




















